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大正 12 年盲学校 及 聾唖学校令 の 教育 の 質の 改善に 対する効果

　　　　　　一公布前 ・後の 実態比 較に関する研究構想一
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　本論文 の 目的は、大正 12年盲学校及聾唖 学校令に つ い て、盲唖児の教育の質の 改

善に対する効果を実態 的に検討す る必要がある こ とを示すた め に、い くつ か の 事例 を

分析 するこ と によ っ て研究構想を提示する こ とで ある 。 その 結果 、 以下の こ とが事例

的 に明 らか とな り、 今後の 研究の 方向と して 示唆され た 。 盲 ・聾学校令 に よ る 県立移

管は、財源不足 をと りあえず解消した た め に、生徒数、とくに唖生 と女性 は増加 した 。

他 方で 、 貧 しい 生徒に対する対 策が不十分で あ っ た ため に 、彼 らは就学で きない か 、

中途退学 を余儀な くされ た。また、教育の 施設 ・設備 は充分 に は整備 され なか っ た 。

県立移管 は、私 立校時代 の 支持基盤の 弱体化、戦前の 教育体制 へ の 組み込み 、 私立校

時代の 自由な教育運営の 困難 を生み 、 また 、 創設期とは異なる新 しい 経営の 考 え方を

必要 と した 。

キ ー ・ワ ー ド ：大正 12年盲学校及聾唖 学校令 　県 立移 管

　　　　　　 学校経営　学校支持基盤の弱体化

教育の 改善　生徒の貧 困

1 ．序

　 1．本研 究の 目的と先行研究の検討

　本論文の 目的は 、 これ まで制度上の画期性 と

附則の 問題点の み に焦点が 向け られ て きた大正

12年盲学校及聾唖学校令の 有効性 につ い て、同

令が 教育の 実態 に及 ぼ した影響 と い う新た な問

題意識に 立脚 して具体 的な解 明 を試み るため の

一連の 研 究の 出発点 として、研究の 全体構 想 を

示す とともに 、 今後の 分析に際 して 重要 となる

い くつ か の 観点 を分析 的 に例 示する こ とに あ

る 。 分析の 観点に つ い て は、と くに盲唖児 に 対

する教育機会の 拡大の 程度と盲唖学校教育の 質

の 改善に焦点 をあて る 。 以下に 、 先行研究の 成

果 に基づ き、本研 究の 意義 を述 べ る 。
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　大正 12年 （1923）年公布の 「盲学校及聾唖学

校令」 （以下 、 盲 ・聾 唖学校 令）の 意義に つ い

て は 、 すで に多 くの 研究で 詳細 に検討され て い

る が （荒川 ［1974］；藤川 ［2008］；平田 ［1986］；

平 田 ［1989］；加藤 ［1972］；中島 ［1969］；中野

［1974］：中野 ［1976］；岡本 ［1997］）、 その 内容

は、大 別すれば盲 ・聾唖学校令の 制度それ 自体

を分析 した もの と、 制度 に よる成果を分析 した

もの の 二 点に整理 で きる 。

　こ れ らの 先行研究は、当時 と して の 画期的な

規定 と して、学校 と して の 制度的確 立 の 実現

道府県 の 盲 ・聾唖学校の 設置義務 と経 費負担、

普通教 育課程の 必置、初等部
・
予科の 授業料 ・

入学料 の 無償、盲・聾唖学校分離を挙げる
一

方 、

その 画期性が附則 によ っ て 空洞化 された こ とを

指摘する。さ らに平 田 （1986）は 、 盲 ・聾唖学

校令の 公布が 、 内務省 と文部省の 関与 に よる盲

児 ・聾唖児の 教育 ・保護と い う段 階か ら、 文部
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省の 政策 ・行政分野 と して の 特殊教育へ と独立

する画期を意味 した こ とを指摘 して い る。

　
一

方 、 盲 ・聾唖学校令 が長年の 盲唖教育 関係

者の運動の成果で あ っ た こ とに加えて、学校令

草案の 根本的部分 にお けるか な りの 変更 、 公布

まで の 過程 に関する追究、ある い は草案を作成

した と い わ れ る川本宇之介 （1888−1960）の 評価

と 、 こ れ に伴 う資料の 所在追求の 成果 に つ い て

は 、 平田 ［1989］、 藤川 匚2008コを挙げる こ とが

で きる （平田 ［1989］、藤川 ［2008］）。 た だ し 、

20世紀初頭 （明治時代 末期）には文部省 に お い

て 盲 ・聾唖学校令の 公布が間近 い と い う情報が

教育雑誌で 流 されなが ら
1）

、実際 の 公布が 1923

（大正 12）年まで ずれ 込 ん だ理 由の 解明は残 さ

れ た課題 とな っ て い る 。

　こ の よ うに従来の 盲 ・聾 唖学校令研 究で は、

盲唖教育関係者の 長年の 運動お よび努力 の 成果

として の 盲 ・聾唖学校令、県立移管 の 時期 と移

管校の 数の 変化、川本草案の革新性 と附則 の 後

退性 に つ い て の 解 明が 中心で あ っ た 。 しか し、

盲 ・
聾唖学校令の 意義と本質 を究明す る には 、

こ うした全体的な状況に加えて 、 教育の 実態 に

及ぼ した具体的な影響 、 た とえば盲 ・
聾唖学校

令が実際に盲児 と聾唖 児の 就学機会をど の 程度

拡大 させ た の か 、 さ らに盲唖学校教育の 質を、

どの 程 度 、 そ して どの ように改善した の か等を

全体的に把握す る こ とが不可欠で ある 。 さらに 、

こ う した問題意識の 前提と して 、 盲 ・
聾唖学校

令 に よる県立移管の 実現 を い か に評価すべ きで

あるの か に つ い て も、再検討 を行 う必要がある

と考える 。 第
一

は、県立 移管 に 伴 う盲唖学校 の

変容と い う観点で ある 。 た しか に、県立移管は、

私立盲唖学校 に と っ て 経営安定の うえで の 悲願

で あ り、盲唖教 育界 の 運動の 最終的な 目標で

あ っ た 。 そ れ ゆ え従来の 研究 で は 、 県立移管の

実現 に対 して は 、 全面的 に肯定的な評価 の みが

与 えられて きた 。 しか し、県立移管の 意義 と制

約 を詳細 に把握す る た め に は 、 肯定的な側面 の

一
方で 、 私立校 時代 に築かれた財政的基盤や、

学校経営者の 自由で独 自の 発想 に立つ 教育的要

素 を喪失 しかねない 負 の側面 も存在 して い た可

能性 に つ い て も併せ て 検討す る必要がある と考

える 。 さらに第二 の 問題は、盲唖学校 と社会的

支持基盤 との 関係で ある 。 盲 ・聾唖学校令
一
県

立移管が 私立 盲唖学校時代 まで の 社会支持基盤

をど の よ うに変貌 させ 、 縮小 ・消滅 させ たの か

否か を究明す る こ と は 、日本の 障害児教育の 歴

史的本質 を考 える うえで 重要 な論点で ある 。 こ

うした観点か ら考えれば 、盲 ・聾唖学校令の 評

価に は県立移管それ 自体 を指標 とするだ けで は

不十分で あ り、 盲学校 ・
聾唖学校 とそ の 教育に

対する盲 ・聾唖学校令の 寄与に つ い て 、 よ り総

合的な評価が 必 要で ある こ とは明 らかで ある 。

　 2 ．研 究方法

　 （1）教育の 質の 改善に 関連す る要素

　教育の 質を検討す る要素に は 二 つ あ る。こ こ

で教育の 質とは 、 自活力の 育成 と い う現 実的 な

目標を実現す る と と もに 、 盲唖学校生徒 の もっ

て い る潜在的可能性 を開花 させ 、将来の 生活を

展望 する こ とが可能な教育的諸条件を示す。教

育の 質に関連す る要素 として は、教員の 数と専

門性 、 教育課程、教育方法 、 教材教具、生徒 の

入学 年齢 と在学継続や奨学金制度 、 就労可能性

等が あげ られる 。 また専門性 とは、盲唖教育に

お ける 不可欠で 、 独 自性の 強 い 教育内容 とその

方法 に 関する知識や 方法 ・技術を意味す る 。

　盲 ・聾唖学校令の 前
・
後にお ける盲唖学校教

育の 質の 変化を把握 しうる項 目を例示する 。 第

一
は財政で ある 。 私立校時代の 盲唖学校 の共通

点 は何よ りも経営困難で あ り、そ の 最大 の 原 因

は寄付金の 不安定さにあ っ たか ら、県立移管 に

至 るま で の 歳入源の 変化に 加 えて、教育の 質に

関係す る歳出項 目の 推移 も検討す る こ とが必要

で ある 。

　第二 に生徒に関係する情報で ある 。 盲 ・聾唖

学校令公布後に、就学機会が どの ように拡大 し

た の か、就学者が少 なか っ た女性 の 数的変化を

含め て 生徒数を把握す る必要が ある。生徒の 就

学年齢 、 退学 に関す る動向も重要で ある 。

　第三 に 教員情報で ある 。 こ れ は、生徒数の 変

化 と と もに重要度 の 高 い 情報で ある。学校 ・教

育の 質に関係す る重要な情報は教員の 数とジ ェ
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ン ダー、給与額 と勤続年数、資格 （学歴 と教職

歴 と専門 的訓練の 有無）、校長職で ある 。

　 第四 に 、学校の組織に関す る情報で ある 。 盲・

聾唖学校令 に よ っ て義務づ け られた初等部 と中

等部の 設置状況、財源状 況に よ っ て 規定され る

学級数で ある。聾唖教育で は指導を媒介す る コ

ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 方法が手話法か ら口話法に転

換 して い く時期 で あ っ たこ とか ら、手話学級 ・

口話学級の 設置の 状況 も必要な情報とな る 。

　 （2）盲唖学校の 選択 ・検討時期と資料

　本論文 で は 、 研究 目的の 妥当性 を事例的 に立

証する ため に、上記の 項 目につ い て 取 り上 げる

こ ととする 。 また、教育の 質を検討す る時期 は、

選択 された盲唖学校 に 関す る関係情報が 入手可

能な盲 ・聾唖学校 令の前 と後 の 時期であ る。 こ

の よ うな情報 の 条件 を満た して い る 資料 とし

て 、 学校記念誌 、 文部省普通学務局の 盲学校及

聾唖学校関連の 調査 （文部省 ［1919，1925，
1927

，

ユ930
，
ユ935

，
1937−1938］）、 日本聾 唖教育会 の 全

国 聾唖 学校諸調査 （日本 聾 唖 教 育 会 匚1938，

1939］）が あ る。 学校 記念誌に つ い て は 、 学校

に よっ て 、 ある い は刊行時期に よ っ て もそ の 内

容は大き く異なるが 、 とくに歴史の 古い 聾学校 ・

盲学校 が 比 較的早 い 時期 に刊行 した 記念誌 は 、

一
次資料の 掲載、旧職員や卒業生に よる 回想 な

ど 、 当時の 学校の 実態を具体的に把握で きる重

要な情報源で ある 。

　 3 ．用語

　盲唖学校は 、一人 の 校 長 の 管理 下 で 盲学校

（盲部）と聾唖学校 （聾唖部）が同
一

校地に 開設

され た、戦前に多 くみ られ た学校形態で ある 。

また 、独立 校形態で あ っ た口 話法 の聾唖学校が

聾話学校や 聾口 話学校 と い う校名を採用 した以

外 に は 、 戦前に つ い て は
一

般的な呼称と して は

聾唖学校が
一

般 に 用 い られ、法規上 の 名称も聾

唖学校 で あ る の で 、聾唖学校や聾唖児を用 い る 。

また 、県立に は、道 と府 を含めて 使用する 。

皿．盲 ・聾唖学校令前 ・後の盲唖学校の全体的

　状況

　 1 ．盲 ・聾唖学校令公 布の学校数お よび設置

　 　主体 へ の影響

　盲 ・聾唖学校令公布に よ り、 盲唖学校の 教育

の 質が、どの 程度、そ して どの ように実際に改

善した の か を把握 して い くた め に、まず、盲 ・

聾唖学校令公布 の 前後で 、盲学校 ・聾唖学校の

学校数が どの ように変化 したの か 、 その 全体状

況 を把握 して お く。 1919（大 正 8）年で は、盲

学校 ・聾唖学校 は官立 が 各 1 校 、 公 立 の 盲唖 学

校が 8 校、私立 の 盲唖学校が 64校であ っ た （文

部省年報 ［1919，1924］）。 上 記勅令が発効 した

1924 （大正 13）年で は学校数は llO校 に 、 約 1．5

倍 に急増 した 。 しか し設置主体は、官立校 と少

数 の 公 立校 を除 き 、 大半 が相 変 わ らず私立 校

だ っ た 。 私立校は しだ い に 県立移管され て い く

が 、私立校 を支 えて きた社会的支持基盤が県立

移管の 過程にお い て どの よ うに 変化 して い くの

か 、その 変化が 学校の 目的や事業的性格 とどの

よ うに 関連す る の か は、今後、究明する必 要が

ある 。 横 浜基督教訓盲院や 日本聾話学校の よ う

な
一

部 の 盲唖学校にみ られ たよ うに 、 盲唖学校

が 自主的で 主体的 な学校 運営 と教育 の 展 開を し

て い く上 で 、県立移管に よ っ て 国 ・
県

・郡 ・市

町村 の 上 下関係 を もつ 中央集権体制の教育行政

下 に組み 込 まれない こ とを選ぶ 道 もあっ た とも

考えられ る か ら で あ る。

　 2．盲 ・聾唖学校令公布と盲児 ・聾唖児の就

　　学機会の 拡大の 状況

　盲 ・聾唖学校令に よ っ て盲児、聾唖児の 就学

機会が拡大 した こ とは 、 盲 ・聾唖学校令公布前

と後の 在籍者数の 増加か ら明 らか で ある 。 1919

（大正 8）年か ら 1939 （昭和 14）年 まで の 20年

間の 在籍 者の 増加 は 、 盲 生 が 2238 人 か ら 5458

人 （2．4倍）、 唖生が 1482人か ら6511人 （44 倍）

で あ り、と くに聾唖児の 就学機会が大 きく拡大

されて い っ た （文部省年報 ［1919，1939］）。 就学

率 の 改善も同様で ある。1922 （大正 11）年の 盲 ・

聾児 の 就学率 は 12．00％ （文 部省 ［1958］76−77）

で あ っ た が、1936 （昭 和 11）年 に は 盲児 で
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39．9％ 、聾 児 で 46．70 ％ ま で 上 昇 し た （川 本

匚1940］153）。 な お、就学機会の 拡大 に つ い ては、

さらに、男女差 、 就学年齢 、 退学の 理由や人数、

在学者の 学年別平均年齢 などか ら多面的 に検討

する必要が ある 。

　 3 ．盲 ・聾唖学校令公布と教員数の推移

　教育の 質に関係する重要な情報 として、盲 ・

聾唖学校の 教員数 の推移 もみ て お きた い 。 教員

の 増加率 をみる と、 1919 （大正 8＞年か ら1939

（昭和 14）年 まで の 20年 間 で は、490人 か ら

1452人で 増加率 は 3．0倍で あ る 。 同時期 の 教 員

の 増加率 と盲生 ・唖生 の 総数の 増加率 （3．2倍）

と で は同程度 とい えるが、生徒 の 年齢や 能力の

ば らつ きは大 きか っ た し （後述）、増加率の 高

か っ た唖生部で は 口話学級の 新設 とその 担い 手

の 補充が必 要で あ り、 教員数は増加 して い る も

の の 、十分 なレベ ル まで に は達して い なか っ た

もの と推察 され る 。

　 盲 ・聾唖学校令公布及び公立私立盲学校及聾

唖学校規程に よ り、 教員資格が 明記 され た こ と

で 、 各学校の 教員の 有資格者 と無資格者の 調査

が な され る ようにな っ た 。 しか し有資格者 には 、

盲教育、聾唖教育の 専門的養成 を受けた もの 以

外に、小学校等の 正教員資格 を有す る もの が文

部省か ら認定ある い は指定 を受けた もの が多 く

含 まれて い た 。 こ の点 で、盲 ・聾唖学校令に よ

る教員資格の 規定や 数的な増加が 、 実際 に教育

の 質 の 改善 に どの よ うに つ なが っ た の か を分析

する必要が ある。

皿．県立移管 ・私立校 と教育 の質の改善 との関

　係

　つ ぎに、盲 ・聾唖学校令と教育の 改善と の 関

係に つ い て事例 的に検討する 。

　 1 ．予算 ・教員 ・学級をめ ぐる問題 一東海訓

　　盲院 、 私立静岡盲唖学校 、 静岡県立静岡盲

　　学校の 場合

　静岡県立盲学校 、 聾唖学校 は 、 東海地方で は

最 も県立移管が遅か っ た 。 生徒数 は私立東海訓

盲 院時代 の 1900（明治33）年、中期の 1909−10

（明治 42−43）年を ピー
ク に 、 静岡市移転前 には

2割以上 生徒 数が 減少 し、 生徒 を確保す る た め

に 「精神薄弱児や 精神異常児」まで入学 させ た

と い う （本校に 32年 9 ヶ 月勤務 した小杉あ さ の

回想 。 静 岡 県 立静 岡盲 学 校 ［1958］105−106）。

正確な生徒数は検討の 余地が あるが、男子は平

均 し て 10名足 らず、女子 は男子 の 35％ 程度 と

少なか っ た 。 教 員数は
一

時期 3 名が雇用 され る

が 、 2名状態が つ づ く （静 岡県立盲学校 ［1958］

10−11）。 後述 の 小杉あ さが 入学 した ころ、学校

は
・・

室で 、 しか も教室が寄宿舎 ・事務室 ・教員

室を兼ねて い た 。

　本校は、静岡市 に移転 した 1916 （大正 5）年

1 月、私立静岡盲唖 学校 と改称 し 、 唖部を 開設

した 。 経営体制が確立 して い くと と もに、徐 々

にで はあるが 、 予算額 の増加 、 教員増、学級増、

生徒数が
一連 の サ イ ク ル の 要素とな っ て 好転 し

て い る （Table　l，
　Table　2）。 と りわけ唖部の 開設

に よ り、新規 の 教育需要 に も応 える こ とがで き

る よ うに な っ た 。 上記 の サ イク ル は さらに盲 ・

聾分離 の 実現 に よ り、ます ます好転 し、盲児数

だ けをみ て も、 東海訓盲院時代の 4倍程度に増

加 し、よ り多 くの 教員と複数の 学級で 、 課程 に

対応 した 教育 を行 うこ とが で きる よ うに な っ

た。唖生の 増加は盲生 以 上 に 目覚まし く、それ

に と もな っ て 学級数は 1 学級か ら 4 学級に まで

増加 し、 唖部 の 教員数 も 1932（昭和 7）年に は

10人 に達 して い る 。 こ の よ うな学 校 と教育 の

質の 改善を安定 して 支え る 条件 は 資金 で あ り、

盲学校で みれ ば、Table　2 に明 らか なよ うに 、 校

舎新築が 完了 して 落ち着い た時期の 1938 （昭和

13）年に は 2 倍以 上 の 予 算額 を得 て 、生徒 数、

学級数 、 教員数 と も、 本校 史上最多 を経験 した 。

こ の よ うな抜本的 な改善 とその 定着こ そ、県立

移管に よ っ て 実現で きた と評価で きる だろ う。

　 つ ぎに、教 員に つ い て検討する （静岡県立 静

岡盲学 校 ［1958］10−11，22−23）。 東海訓 盲院時

代の 教員の 特徴は 自校卒業生 の 雇用 と短期 の 勤

続期間だ っ た 。 東京盲唖学校で 正規 の 盲教育 を

うけた佐 々 木吉太郎は 5 年間勤務 した後に豊橋

校 に転 出 し、同 じ東京盲唖学校卒 の 羽 田義晴 は

2年 間の 短期勤務だ っ た 。 小杉あ さ （1881−1969）
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Table　1　私立静岡盲唖学校時代 （1917−1924）

年度 1917191819 ユ919201921 ユ92219231924

男 ・盲 99 ユ11114151022

男 ・唖 3268871331
生徒数

女 ・盲 7699772512

女 ・唖 3791512121612
盲 44444444

学級数
唖 111 12233

男 ・盲 部 22333333
男 ・唖 部 111 12333

教 員 数
女 ・盲部 11222222

女 ・唖部 00000012

予 算額 （円 ） 8881046135028903650498060005830

出典 ：静 岡県 立 盲 学 校 （1958）21−23．

Table 　2 私立静岡盲学校、私立静 岡聾唖学校時代 （1925 −1932，1938）

年度 192519261927192819291930193119321938

男
・
盲 212228323244423955

男 ・唖 2932365046484935
生徒数

女 ・盲 ユ51313171712141231

女 ・唖 191923323232923

盲 44 444445 7
学級数

唖 44 444444

男
・盲 部 55 54444514

男 ・唖部 33 333336
教員数

女 ・盲部 22 233332 3

女 ・唖部 22 222344

盲 33244255423243984659449948604632 ユ1975予算額

（円） 唖 26333732350035874188374836224004

出 典 ；静 岡県立盲学校（1958）25．1938年 は経常費の 額が安定す る時期 と して示 した 。

は東海訓盲院卒、東京盲唖学校教員練習科の 第

五 回卒業生 で 教員練 習科 最初 の 女性 修了者で

あ っ て 、 1904 （明治 37）年 7 月に 校長兼教員 と

して 着任する榛葉政吉 と と もに、苦難の 時代 を

支えた 。私立静 岡盲学校、私立静岡聾唖学校時

代 に なる と 、 着任後 1年で辞職す る教員 は皆無

とな り、 約半 数の 教員 は 長期間の 勤続 とな り、

教育体制は安定す る ように なる 。

　 2 ．教 員の安給料

　どの 盲唖学校で も最大の 支出項 目は、教員の

給料で あ っ た 。 安給料は盲唖学校で は
一

般的 な

状況で 、小学校教員の 半額程度だ っ た よ うで あ

る （愛知県立 豊橋聾学校 ［1998］15）
L）
。 しか し、

当時 は小学校教 員の 給与こ そ安給料の 代名詞で

あ っ て 、 引 き上 げが つ ね に教育関係者の 要望事

項で あ り、そ の た め、初等教育界は慢性的な適

材不足 で あ っ た。そ の 小学校教員の 給与の 半額

で は 、 盲唖 学校教員の 生活が い か に 困難で あ っ

たかは 十分 に推察され る 。 教員の 少な い 給料 は

経営困難の ため で あっ たが 、創業時代 と同
一

の

奉仕の 精神が 盲唖学校教員に求め られて い た こ

とを示唆する 。 普通科担 当の 教員は 、と くに生

徒数が少ない 時期まで は、師範学校 や小学校 の

教員ある い は退職 した教員の 無料奉 仕の こ とが

多く、 嘱託や 非常勤 の 形 態が多か っ た。 しか し

専 門性 と い う点か らみ れ ば、彼 らの 善意や献身

は別 に して 教育の 質で は 問題 を含ん で い た よ う

に思われる 。 他方 で 鍼按科教員の場合は、別の
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貢献の 仕方が 求め られ た 。 彼 らは、校務以外の

時間に働 い て収入 を得て い た の で あ っ たが 、 そ

の 収 入は 、 自分 の生活資金 を得る だけで な く、

盲唖学校 の 歳入 不 足 を埋 め る こ と に も使 わ れ

た 。 した が っ て、鍼按 の 伎倆 の 高 い 盲人 ほ ど、

教職 に従事する よ りも開業 した ほ うが経済的 に

は余裕が あ り、家族を養うこ と もで きた 。 こ の

よ うな経済的境遇が 、 教員の 短期 の勤続 と関連

がある と思 われ る 。

一
方、聾唖教育の 教員で 聾

者の 場合、口話法が 支配的になっ て い くなかで

教職に 身を置 くこ と は 次第に 困難に な っ て い っ

た。

　 3．県立移管 と学校間格差の継続

　こ の よ うな劣悪 な教育の 改善を実 現す る に

は、収入 の 増額 と安定性 、 す なわち 、 県立移管

が 私立 盲唖学校 に と っ て は必然的に必 要だ っ た

こ とが 分か る 。 県立 移管 の 効 果 を見る ため に、

私立校時代 にお ける学校間格差の 状況 を探 っ て

み る 。 Table　3は 、 盲 ・聾唖学校令公布以 前の 時

期 における西 日本の
一

部の 盲唖学校経 費 ・補助

金 を比較 した もの である （岡山県教育会 ［ユ936コ

34）。 同 じ地域 に ある 盲唖学校 間に お い て も、

経費総額お よび補助金額 と もにかな り異な っ て

い た こ とが 分か る 。 こ の 経 費の大小は生徒数の

大小 と ほ ぼ 連動 し 、 県等の 公 的補助 金が 少 な

か っ た地域 で は、県立 移管がおおむね遅 か っ た

こ と も分かる 。

　年間経費の 下位 グ ル ー
プ の うち 、県立代用校

時代 の 鳥取盲唖学校の 教育施設の 状況 を示 して

み よ う。 1910年代後半 に在籍 したあ る生徒 は、

鳥取校 の 設備類が あま りに貧弱で学習に支障が

ある と考えた た め に 、 「大 い に学校 当局に不満

を い だ い て 」お り、 近県 の 盲唖学校 を実地 に見

学 し、同等の 設備 ・書籍 の 整備 を要求した ほ ど

だ っ た 。 それか ら十数年後 の 1931 （昭和 6 年）

に 鳥取校 に 赴任 した教 員が 遭遇 した の は 、 「教

科書 もなけれ ば参考書 もない 、い や備 品 と名の

つ くと （も）の は一
つ もない 一…一机や 椅子さえ

足 りない 始末」 とい う状況だ っ た （鳥取県立鳥

取盲学校 ［1985］36， 40）。

　机 ・椅子 ・備品の よ うな教育上 の 基本的な施

設 ・設備は、法令上 の 規定に 基づ い て 県立 移管

に よっ て 整備 され て い っ た もの と思 われ る 。 い

い か えれば 、 県立移管が実現 しなか っ た学校は、

従来通 りの 劣悪 な教育環境が 続 い た こ とに な

る 。 新潟県内で は 盲 ・聾唖学校 令を機 に新潟校

お よび長岡校 の 県立校 と私立 の 高田校の 3校 に

再編 されたが 、こ の 3 校内で の格差 を生徒一人

当た りの 経費の 差 （盲学校 の み）に よっ て み る

と、私立 の 高 田校 （98円）は新潟校 （204．07円）

の 半分以下の 経費 しかかけ られ なか っ た （新潟

県立新潟盲学校 ［1933］102）か ら、 学校間格差

が拡大する の は当然で あろ う。

　それ で は 、 県立移管の 実現に よ っ て 、学校 間

格 差は劇的に縮小 した の だ ろ うか 。 こ れ は、法

令に よる経費関連の 要求事項 は 、 学校設置、入

学料 と授業料の 無償 だけで あ っ た か ら、そ れ 以

外の条件は 、 県当局の 裁量 に任 されて い た こ と

Table ・3　財政力の 学校間格差一
西 日本 の 盲唖学校

学校名 経 費
補 助 金

県 市 郡

補助金 ／

経 費

県立 移

管年
生 徒数

松江 盲唖学校 1219円 800100 73．83％ 192340 （1923）
愛媛盲唖 学校 25002000 80．0192961 （1921）
香川 盲唖 学 校 28541200300 52．56192478 （1920）
下 関博愛盲唖学校 29121000400 48．081924101 （1923）
岡 山 盲唖 学校 1258360 28，62192746 （1924）
福岡盲唖学校 3773800300 29．151924
鳥 取盲 唖学校 1403150150150 28．511937
広島盲唖学 校 39861600600 55．19192 ユ 64（1924＞
出 典 ：岡山 県教育会．生 徒 数 に つ い て は、輻 田 （1923）；愛媛教育雑 誌 409（1921，9），36 ；

　　 香川 県（1921）154 ；山口県（1924）101 ；岡 山県 立 岡 山聾学校（1989），47 ；

　 　 広 島 県 立 盲学 校 （1994），179．
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に なる 。 たとえば 、 神奈川県の 中郡盲唖学校 は

1933 （昭和 8）年に念願の 県立校 とな っ た が 、

神奈川県立盲唖学校 の 初代校長 に よる と、 県 当

局 には 「なお盲聾唖教育に つ い て の 十分な理解

と積極的な支援が あ っ た わ け で はなか っ た」 と

い う。

一
坪の 運動場 もな く、別の 場所にある寄

宿舎 は 「一時 しの ぎの 、 い た っ て不完全非衛生

一一一交通事故の 心 配 、 寒暑風雪 の 通学 、 容易 で

ない 」状態で も、「県は 相変わ らず馬耳東風」だ っ

たが 、 寄宿舎で の 集 団赤痢発生 が きっ か けで新

築に 向か っ た 。 しか し、 運動場 と寄宿舎用地 は

後援会が 用意 しなけれ ばな らなか っ た （神奈川

県立 教育セ ン タ
ー

［1979］394−395）。

　 4 ．生徒 に関する情報

　（1）生 徒の 学年 別平均 年齢
一 1930年代 の 群

　　馬校 ・新潟校 ・大阪市立校の 情報

　盲唖学校初期の 生徒の 年齢 は、非常 に高か っ

た 。 た とえば 1898 （明治 31）年の 創設年度内に

福 島訓 盲学校 に就学 した生徒 15名 の 平均年齢

は 22．3歳 で、最年少 は 13歳 、 最 高 は 39 歳 だ っ

た （福 島県立盲学校 ［1998］、 24表 1か ら算出）。

生徒 の こ の よ うな高 い 年齢は、 と くに 盲学校 で

は通 例だ っ た と い えよ う。Table　4 は 1930年代

初め の 群馬県立盲唖学校聾唖部 、 新潟県内盲学

校 （新潟校 ・高田校）お よ び大阪市立盲学校 の

初等部生徒の 学年別平均年齢を示 した。

　地方の 盲唖学校で は、一
般 の 基準年齢 よ りも

高い もの の 、 創設期よ りは徐 々 に改善 され 、年

齢が低下 して い る こ とが分か る 。 群馬校の 聾唖

児に つ い て 補足すれ ば、同校前身の 私立高崎聾

唖学校が 1922 （大正 11）年 4 月に開校 して 4 年

目の 生徒数 38名の 平均年齢 は 14．2歳 と高 く、 8

歳か ら13歳 まで と 、 14歳以上 22歳 まで が それ

ぞれ 19名い た （群馬県立聾学校 ［1979］78）。開

校 8年後 の 1930年の 平均年齢 は 12．5歳、7 歳以

上 13歳 まで が 39名、14歳以上 が 20 名で あ るか

ら、明 らか に よ り早 い 年 齢で 就 学す る よ うに

な っ て い た （大澤瀬平 ［1930］）。 聾唖学校の 開

設 と維持 は 、 聾唖児の 教育需要 を喚起する うえ

で きわめ て重要だ っ た こ とが分か る 。

　それで は都市に ある盲学校生徒 の 平均年齢は

どの ような状況 にある の だろ うか 。 都市部の 盲

学校 で ある大阪市立盲学校で は 、 さ らに改善 さ

れて 、 と くに低学年で は義務教育の 基準年齢 に

よ り近接 して い る こ とが 分か る。新潟県内盲学

校は新潟校 が県立、高田校が私立 で あっ たか ら、

新潟校だ けの 資料が得 られれば、平均年齢 はよ

り低下 して い る可能性はある 。 地域差 とともに 、

経営主体に よっ て も平均年齢 は異なる もの と思

われ る 。

　（2）生徒 数の 分析
一

学科別盲唖生徒数

　数量 に よる外形的分析 に加 えて構造的分析 を

行うこ とで 、私立校時代の 教育の 質問題が 明瞭

に なる例 を示 して み る 。 Table　5は 、 私立下関博

愛盲唖学校 の 1913 （大正 2）年か ら県立代用校

に な る前年の 1923 （大正 12）年まで の 盲唖別 ・

学科別生徒数を示 した （校 名は 1923年 1 月、愛

国婦 人会下 関支部盲唖学校 に改称、県立移管は

1929年 4 月）。

　Table　5 か ら、生徒数が1頂調 に増加 して い る こ

Table 　4 　群馬県立盲唖学校聾唖部、新潟県立盲学校、大阪市立

　　　 　盲学校 の 初等部生徒の 学年別平均年齢

学年 ユ 23456

男 9．8歳 12112 ，016 ．017 ，7148群馬県 立盲 唖学校

　 聾唖部 （1930） 女 10，710 ．7ll ．016 ．012 ．822 ．0

男 10410211 、2lL515 ，014 ，6新潟県 内盲学校

　　 （1933） 女 9．012 ．013 ．614 ，713314 ，5

平均 7479126ll ．712 ，012 ．1
大阪市立 盲学校

　　 （1931） 最高 9510716215 ，015 ．915 ．5

最低 6，26 ．87 ，39 ，310 ．711 ．9

出典 ；大澤瀬平 〔1930）39−44；新潟県 立新 潟盲学校 （1933）92−93；大阪市立 盲学

校 （1931）15−16．
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Table　5　私 立 下関博愛盲唖学校 の 盲唖別 ・学科別生徒数 （1913−1923）

総　数
盲

盲　計 普 通科 技 芸 科
唖

計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女

191344377282355322320316142
191438344221931815344016151

191534286 ユ91722 ユ 117161151 ユ 4
19164736112824421 ユ 2623319127
1917604416383177523 ユ 26522139
191868482045341 ユ 7523829923149
ユ919724824463610752393 ユ 8261214
ユ92079512847371054 ユ 42339321418
ユ9219359344738922045369462125
ユ9229658384135632 ユ 38335552332
ユ92310469355544 ユ1440514011592524

出 典 ；山 口 県立 盲学校（1985）143．

と 、 と りわ け 1920年代 に 入 っ て 唖生 の 入 学が

増加 して い るこ とが分か る 。 しか しその 構造 を

み る と、本校の 経営方針が理解で きる 。 盲生 に

おい て は、普通 科の 生 徒が少 な く、か つ 減少傾

向にあ り、 技 芸科の 生徒数が大半であ る うえに 、

その 傾 向 が強 ま っ て い る こ とが 明瞭で あ る 。

1922 （大正 11）年の 学則 に よれば 、 6年課程の

普通科年齢は 8 歳以上 20歳以下 、 4年課程 の 技

芸科は 14歳以 上 25歳 以下で あ り、技 芸科 は普

通科卒業者と普通科 2 年 「修業者に して兼修を

希望 する者」 （山 口県立 盲学校 ［1985］133）で

あ っ た。 した が っ て 、 普通科 と技芸科の 生 徒数

の 大幅な逆転現象は、普通科を修了 して 技芸科

に進むの で はな く、普通科 2 年程度 の 修了後 は

技芸科中心 、 普通科兼修 とい う履修の仕方が 本

校で は
一

般的だっ た もの と思われ る 。

　生徒 の 年齢 を示す資料 が な い が 、技芸科 は 14

歳以上 とい う規 定な の で 、 少 な くと も本校盲部

の 生徒の 平均年齢 は高か っ た もの と思わ れ る 。

こ の 履修の 仕方 は 、 実利的で効率よ く資格を取

得で きる の で あろ う。 しか し県立移管後は、小

学校 と同等の 教育課程を履修す る必要上 、 二 科

同時兼修 は困難 にな っ た と思 われ るが 、 該 当時

期の 資料が欠けて い る 。 い ずれ にせ よ、一
方で

職業手段の 獲得、他方で 公教育体制に組み こ ま

れるなかで 、 盲唖学校が 、どの よ うな経営方針

に変わるの か は、今後の 研究にお い て 究明する

課題 で ある 。

　（3）貧窮 ・中途退学 ・学力劣等問題

　  貧窮問題

　「徳島県盲教育史」 （1980）は 1930年代初め の

ころ の 「中途退学者の 問題」を取 り上げて 、 そ

れが 「全 国的な傾向で あ っ た よ う」だ と し、そ

の 原 因に つ い て 、 盲学校 に就学する必要が ない

鍼按灸営業資格取得の 簡易制度と生徒家庭の 貧

窮に あ っ た と推測 して い る （47−49）。 生 徒の 保

護者が貧窮 だ っ たこ とは記念誌等で しば しば 記

述 され て い る が 、 1930年代前半 に お け る 新 潟

県内盲学校の 通学生徒の 貧窮の 程度はつ ぎの よ

うで ある （新潟県立新潟盲学校 匚1933］118．表

現 を一
部変え、実数 を割合 に した ）。

学 資の補助が必要な程度

全額に近 い 額

半額以 上

半額以下

不要

新潟校 長 岡校 高 田校

17．8％ 　　　63．2　　　25．4

11．2　　　　15．8　　　41．8

51．4　　　　 8．8　　　30．9

19．6　　　　12．3　　　　1．8

　通学生 は 、 親方の 家か ら通学す る生徒 も含 ま

れて い たが 、 通学生 は
一

般 に寄宿舎生徒 よ りも

経済的に恵 まれ た生徒 で あ っ た 。 通学生徒 の 貧

窮度 を学資の 補助が 必要な程 度に よっ て分析 す

る と、学校 に よ りか な り差が ある 。 補助が不要

な生徒は新潟校で は 2割足 らずで あるの に対 し

て高 田校で はほ とん ど い ない こ と 、 長 岡校で は
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6割以上が全額補助に近 い 家計状態で ある こ と

が分か る。 通学生で も相当な負担があ り、 寄宿

生 になる と年長 の盲生に
一般的だ っ た ように放

課後か ら夜遅 くまで働 い て稼が ない と、就学を

継続 で きなか っ た 。

　生徒の 貧窮は 当然なが ら就学の継続に重大な

影響が ある 。 宮崎県立盲学校 で は 、 1938 （昭和

13）年時点で 11名に補助 して い た。年間所要額

300円 うち県補助額 は年々 減少 して 約 44 円にす

ぎなか っ た 。 しか も対象生徒は極 貧の み で あ り、

「相 当其必要 ア ル モ ノ多 シ 。 願 バ ク ハ 年額」千

円が必 要だ っ た 。 在学 生徒 50名の うち 学齢者

は 20名にす ぎなか っ た （宮崎県立盲学校 ［1960］

40）。 入学 を勧誘 して も就学を継続 で きる経済

的裏づ けがな く、県立移管が実現して も就学機

会の 確保 とい う点で は、問題解 決 にはほ ど遠

か っ た学校 もあ っ た ことに な る 。

　県立移管が実施 され なか っ た盲唖学校で は、

授業料を徴収する 学校 は な お少な くなか っ た 。

初等部 と中等部に 限 っ て み て み れ ば、盲学校で

は初等部 （予科 を含 む）設置 83科の うち 5 、 中

等部 91科の うち 29、聾唖学校 で は初等部 90科

の うち 9 、 中等部 で は 58科の うち 20が 1科平

均月 1 円か ら4．33円の 授業 料 を徴 収 して い た

（文部省 ［1937］5）。

　  中途退学問題

　最初 に と りあげる 中途退学の 情報 は 1898 （明

治 31）年 2 月創設か ら 1913 （大正 2）年 5 月末

まで の 私立豊橋 盲唖学校 の 状況で ある 。 盲部で

は 、 卒業者が 26名 （男 19、 女 7）に対して 中途

退学者は 37 （男30、女 7）、 唖部 で は 、 卒業者

が 26名 （男 17、女 9）に対 して 中途退学者は 37

（男 21、 女 16）、全体で 卒業者 が 52名 、 中途退

学者が 74名とな っ て い る （愛知県立 豊橋聾学校

匚1998］13）。 時期は 限定されて い る が 、 中途退

学の 全国的な状況 をみ る と、中途退学者数が生

徒全体の 1割を占める こ と
3）

、 中途退学者の 半

数近 くが家事都合に よる こ とが分かる 。 疾病 と

死亡が全体 の 2 割を占め て い る こ と を含 め て 、

保護者 の 貧困問題が 中途退学の 大 きな要因で あ

る と推 測で きる。1928 （昭和 3）年 10月か ら実

施された国の 就学奨励制度は、1936（昭和 11）

年 で 学資補助 の 対 象者 は 1562名 、 生 徒全体 の

14．52％ に過 ぎなか っ たこ とか ら （文部省 ［1936］

6）、 制度が 不十分で あ っ た こ とは 明白で あ り、

保護者の 貧困問題は 、 就学の 増加 を妨げる 主 因

だ っ た と推測 される。

　今後の 検討で は 、学資補給制度や 奨学制度を

設けて い る学校が多か っ たこ と も考慮 しなけれ

ば ならない 。 こ の 制度は、多 くの盲学校で は寄

付金 を原資 とする 学資補給制度ある い は奨学制

度が あ り、

一般の 就学奨励規程 を援用 して 「不

具」児に も適用 した県があ っ た （神奈川県立教

育セ ン タ
ー ［1979］393）。

　  学力劣等問題

　盲唖学校 で はい っ たん入学 して も「半途退学」

が か な り多か っ た よ うで ある 。 1936（昭和 11）

年 には 、 全生徒 の 1割が 学業途中で 「半途退学」

とな っ た （文部省 ［1937］5）。性行不良 に よ る

退学規程 は早 くか らあ っ た が、退学対象は学業

不振 に拡大 する よ うに なる 。 1907 （明治40）年

開設の私立愛媛盲唖学校規則 第十八 条 「成業ノ

見込 ミ ナ キ モ ノ 」 （私 立 愛 媛 盲 唖 学 校 規 則

［1907．9］76）の 規定は、私立下 関博愛婦人会盲

唖学校 （山口 県 ［2010］779）、島根県立盲唖学

校 （福田 玉吉 ［1923］30 ［248］）、長崎盲学校 （平

田
・菅 ［1998］ユ5）で もみ られ る 。 こ の問題 は

各校共通で あ っ た とみ られ、「低能生 ノ取扱 二

就テ」は四 国聾教育研 究会で の 協議題 とな っ た

（徳島県教育会 ［1937］168）。

　盲 唖学校で は 生徒獲得が困難で あ っ た か ら、

学業劣等者 に 対す る退学規程は長期欠席者 に対

する対処 とともに実際 に規定通 りに運用 され た

わけ で は ない で あろ うが 、 入学年齢が 高く、学

業継続を必ず しも支援 しな い 環境 にお い て 、学

業劣等生徒 に対する退学規程が ど の よ うな背景

で 整備され て い くのか に つ い て 、 中等学校をモ

デ ル とす る学校規程整備上の 必要性 と指導上の

必 要性 とい う観点か ら、 今後の 研 究にお い て ま

とめ る こ ととす る 。

　 5．手話法 ・ロ 話法問題

　 日本の 口話法運動 の 拠点だ っ た 東京聾唖学校
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内に置か れ て い た 日本聾唖教育会の 1938 （昭和

13）年 5 月の 調査に よれ ば、学級数で は手話法

49、 口 話法 595、 生徒 数で は手話法 542名 、 口話

法 6238名、 卒業生 で は手話法4771名、口 話法

4325名だ っ た （日本聾唖教育会 ［1939］10）。 日

本の 口 話法運動が 1920年代か ら始 まっ た こ とを

考 えれば 、 急速に 口話法 に よ る教育体制に なっ

て い たこ とが分か る 。 しか し実態は どうだ っ た

の だろ うか 。 日本聾教育史研究 をリ
ー

ドし て き

た清野茂 らは、当時の 聾唖学校の 教員 は圧倒的

に 口話法支持 で 、 手話法 には排除的だ っ た こ と

を指摘 して きた （清野 ［1994］：［1995］；匚1997］）。

しか し、口話法は指導上 の 困難さと よ り時間を

要する方法で ある こ とは小西信八 の 時代か ら分

か っ て い た か ら 、 聴力 ・教育歴 ・年齢 ・知的能

力等に お い て 多様 な聾唖児の 実態か ら して、日

常 の 指導にお い て 口 話法が 支配的だ っ た と考え

る こ とは 困難で は なかろ うか 。 い い か えれ ば、

口話法へ の 転換運動に は、 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

方法 として の 良否だけで な く、 聾唖学校お よび

聾唖教 育の 質の 改善が含意 され て い た の で は な

か ろ うか 。

　 6 ．教育界の他の 領域 か らみ た盲唖 教育の質

　　 に対する評価

　盲唖教育 の 世界は 、 内部か らだけ縦断的に追

跡 しただけで は、教育の 質の 改善状 況の 把握 は

困難で ある。そこ で 他 の 教育領域か ら盲唖教育

が どの よ うに 評価され て い た の か に つ い て 、例

示的 な情報を示 した い 。

　教育界の 主流 を歩い て きた神奈川県立盲唖学

校の 初代校長は 、 就任する まで 盲唖教育 には 「何

等の 関心 も持たなか っ た」 とい う。 彼は赴任 し

て み て 「バ ラ ッ ク校舎、不備な施設 、 乞食小屋

の よ うな宿舎、貧弱な職員組織」に 「唖然 と し

た」 と い うが 、 彼 は 、 1年後 に は高等女学校の

旧校舎を増改築 して 施設 ・設備 を改善 した うえ

で、盲唖学校教員 の状況 と盲唖教育の 評価 を明

示 し て い る。盲唖教育教員の 「社会的地位は低

く、 待遇は悪 く、 先生 まで特殊扱 い をされ て い

る 。 前途有為の 人材が来る筈が ない 。 殊 に普通

科教員の 採用 に当た っ て は 、 三顧の 礼をつ くし

て よ うや くに し て 形 を整え る始末だ 。 特殊教育

の 振 るわ ざる 、 押 （マ マ ）して 知 る べ きだ」 と

述懐 して い る （神奈 川県立平塚 盲学校 ［1960］

12−13）。

　 こ の 教員問題 は 、 盲唖教育外か ら評価する場

合、安い 給料や低い 社会的地位にすべ て を還元

で きるわけ で は な い だろ う。1935 （昭和 10）年 4

月に 日向訓盲院は宮崎県立 盲学校 に移管 された

が、3 年に及ぶ 県立 移管 運動 の 最終段階で 県知

事に最後 の 陳情 を行 っ た際 に、君島清吉 （ユ889一

ユ966）知事は 、 「県立 学校 にな っ た ら、 現在の 教

員 は全部 ク ビだ ぞ 。 その 覚悟 はで きて い るか 」

と どな っ た とい い 、記念誌 では その 理由につ い

て君 島の 官僚主義と度重な る陳情 に 対する 彼の

不快 感 に求め て い る （宮崎県立 盲学 校 ［1960］

23）。 彼 はた しか に 生 粋の 内務官僚で は あるが 、

彼の 言 は 、 県立 学校 に はそれな りの ス テイ タ ス

と人材が 必要で ある とい う
一般的な認識を表明

した だ けで はなかろ うか 。欧米にお ける知見に

基づ い て 日本の 特殊教育学 を構築 しようとした

樋 口長市 （1871−1945）もまた、初等教育界 と比

べ て 、聾唖教育 に お ける 現場 で の 研究 の 低調 さ

を指摘 し、 教育の 質に疑問 を投 げか けた （樋 口

長市 ［1929］）。

　 7．数量化 が困難な項目と盲 ・聾唖学校令 の

　　 二 面性

　 （1）数量化が 困難な項 目に よる改善評価

　上 記の 事例 で は 、 生徒や教員 の数 、 経費とそ

の 県負担等の 数値 に よ っ て 把握で きる項 目に つ

い て、盲唖 学校 の教 育の 質の 改善が分析可能 で

ある こ とを示唆 して きた 。 手話法 ・
口話法 の 問

題で もみたように 、 手話 または 口話の学級数の

推移で実態が解明で きる ほ ど 、 指導の 実態は単

純で は な い で あろ う 。
い い かえれ ば、 数量化が

困難な内容 を含 む項 目に つ い て は、改善の 程度

を解明す る こ とはほ と ん ど困難 となる。た とえ

ば、校長等の 学校 経営 に関す る考え方で あ る 。

創設や再建 に は 関与 しなか っ た兼任校長の 場

合 、 盲唖教育に と りたて て理 念が ある とは 限 ら

ない 。 それゆ え、教育理念を提起 で き る専任校

長が 配置され る時期や就任前の ポ ス トは、盲唖
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学校長 に対す る社 会的評価 を検討 す る うえで 、

重要な情報で あろ う。

　経営者 の 意識につ い て は数量化が で きない た

め に 、 さらに検討が 難 しい 。 しか も、経済的な

犠牲 だけで な く、 生活全体 を盲唖学校経営 に捧

げて きた創設者や学校経営者の 経営意識 とそ の

成果 ま で 立 ち入 っ て 評価す る こ とは、彼 らが記

念誌等で敬慕の 象徴とな っ て い る だけ に心情的

に も難 しい 。 しか し 、 教育の 質を考えた場合、

彼 らの 経営 の 方針や 意識に まで 迫る こ とが 必 要

な ように思 われ る 。

　二 つ の 例 を示 して み る 。 1919 （大正 8）年に

神奈川県の 私立中郡盲唖学校に 赴任 した新任教

員 は月給 が 20 円 と安す ぎた の で 、経営者 に 給

与 の 引 き上 げを要求 した とこ ろ、経営者会議に

お い て満場
一

致 で 30円に な っ た とい う。 こ の

学校は、1910 （明治 43）年 に地域 の キ リス ト教

徒 の 努力で創設され た 。 こ の よ うな事態の 根本

原因は盲唖学校 の 財源が乏 しい こ と、地域社会

が 盲唖学校 を大 きな関心事に は しなか っ た こ と

に尽 きる。鳥取校の場合 は、遠藤董 （1853−1945）

と い う名声ある老教育者一人 に 、 地域社会が 経

営 を委ねた ま まで あ っ た こ とに もよ る （鳥取県

立鳥取盲学校 ［1985］28）。 しか し 、 教育の 質と

い う点か らみ れ ば、教員の 安給料 も劣悪 な施設・

設備 も放置で きな い 問題で ある こ とは明白だっ

た 。 ま っ た く新し い 教育機 関 として 盲唖学校を

創設 した草創期 と 、 そ の 後、全国的に盲唖学校

が 普及 し 、 県立移管が 進行 しつ つ あ っ た時期 と

で は 、盲唖学校存立 の社会的 ・教育的意味 は変

化 す べ きで あ っ た し、展望 あ る戦 略 も必要 で

あ っ たが、経営 者の 意識は創設時の 奉仕か ら公

教育として の 発展 へ と脱皮 しなか っ た し 、 その

環境 も乏 しか っ た学校があ っ た の で は なか ろ う

か 。 県立移管後は 、学校移転の た め の 校地 探 し

と校舎 ・寄宿舎新築 の よ うな大問題 は提起 され

る が、私立 校時代 の 苦労 とは次元が異 なる だろ

う 。

　同 じよ うに数値化で きな い 教員の 努力も、 評

価が難 しい 。 盲唖学校に は、 とくに中途失明の

生徒が い たが 、彼 らが、突然の 失明に よ っ て生

じた前途に 対する不安 と絶望 を克服 し、新た な

ア イデ ン テ ィ テ ィ を獲得 し、 生活へ の 希望 を抱

くよ うに転換する うえで、教 員の 支えは不可欠

だ っ た もの と思 わ れ る （鳥取県立 鳥取盲学校

［1985］41）。

　（2）盲 ・聾唖学校令の 消極的側面

　 しか しそ れ と同時に、こ れ まで の 研究 を含め

て検討 か ら漏れて い た の は、県立移管が 目ざす

べ き最大 目標であ っ た とい う理由か ら 、 それ が

実現す れば盲唖学校の 基本的な問題 は解消する

とい う先入観で は なか ろ うか 。 県立 学校と して

の 財源や 教員の 給与の 安定、ある い は公教育 と

して の 盲唖教育 に対す る信 頼感等で は まさに、

県立移管は長年、関係者が念願 して きた通 りの

期待 を満た した と思 わ れる 。 しか しなが ら、 県

立移管 とはその よ うな利益 と引 き替 えに戦前 日

本 の 学校教育の 桎梏に 組み 込 まれる こ と で あ

り、自由な発想 に基づ く学校経営 と実践が 押さ

え込 まれ る こ とに なっ た側面はなか っ た の だ ろ

うか 。 障害児の 教育は私立校が ふ さわ しい とい

う考え方 は 、 少数で は あ っ て も明確に存在 して

い た よ うに思われる 。 た とえば 日本聾話学校は 、

盲 ・聾唖学校令公布後 しば ら くは、私立学校令

に基づ く学校の ま まで い た
4）

。 本校 は別科在籍

者を含め る と、 1930 （昭和 5）年 5 月時点で 日

本最大の 生徒数を擁する聾唖学校で あ っ た に も

か かわらず 、 私立 学校 とい う経営を選択 した の

は、本校が キ リス ト教系の 学校で あ っ た た め に、

盲 ・聾唖学校令 の 適用校 とな る こ とで拘束 され

る 負 の 側 面 を好 まなか っ た た め で は なか ろ う

か 。 盲 ・聾唖学校令 に 関連する記述 は他 の 盲唖

学校記念 誌で は最大 の トピ ッ ク の
一

つ で あ る

が 、 日本聾話学校の 創立 70周 年記念誌で は、

巻末の 年表を含めて まっ た く言及がな い （日本

聾話学校 ［1990コ）。

N ．結語一盲 ・聾唖学校令の教育的 ・社会 的改

　善効果に 関する暫定的知見

　私立校 中心の 時代で は 、 創設者の 金銭的苦労

は個 人で あれ、集団で あれ 、並大抵 で は なか っ

た し、経営 の 労苦ゆ えに短命だ っ た先覚者 も少
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な くない 。 また 、 経営を刷 新す るた め に身 を引

く際 に最初の 発起人たちは 、 経営責任を とっ て

そ れ まで の 巨額の 負債 を拠出 まで した
5，

。 県立

移管は財源難 に よる経営 困難問題を解 消 し、 通

常教育を基準とする基本的な教 育の 質は制度的

に担保 した の で ある 。

　 しか しなが ら盲 ・聾唖学校令 につ い て、別の

観点 で 評価す る こ とも必要な の で は なか ろ う

か 。 た とえば 、 盲唖学校 を社会が支 える とい う

観点で みた場合、日本で は、県立移管 ＝ 県教育

行政に 還 元 され 、 社会を構成す る地域や市民の

関与が欠落す る とい う原 型が 形成 され る出発点

に なっ たの で は なか ろ うか 。 また草創期の 盲唖

教育の 教員に必 要だ っ た精神 的条件 も、 私立校

教員か ら県立校教員に なる こ とに よ っ て 国 と県

の 教育行政の シ ス テ ム に組み込 まれ 、 重視 され

な くなっ た の で は なか ろ うか。さ ら に また県立

校 に なる と、制度上、独 自の 教育を 自由 に志向

する こ とは困難に な っ た し、 それ まで 得て い た

寄付金に象徴的な盲唖 学校の 地域社会の 基盤が

継続 され る こ とが 約 束 され たわ けで は な か っ

た。社会事業的性格の 希薄化 と引 き替えに 、 地

域社会の 人 々 が支 えた盲唖学校の 社会的基盤性

も希薄化 したの で はなか ろ うか 。 今後 は、こ の

ような問題意識か ら例示 した各項 目に つ い て詳

細に取 り上 げる こ と と したい 。

付記

1 ．本研 究の 分担 は、 1 と 皿 の 1 〜4 は 岡が

　 llお よび皿の 5 は佐々 木が、皿 の 7 と W は 中

　村が担当した 。

2 ．本研究 は 、 日本学術振興会科学研究費補助

　金 「日本障害児教育史研究 の 批判 的 ・総合的

　検討に よ る教育史像の 革新 と現代的意義」（平

　成 23−26年 度基盤 （B ）、 研 究代表者
・
中村満

　紀男）の研究成果の 一
部で ある 。
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　（4）（1908．7．10），ll3；19（6）（1908．9．10），126．と こ

　ろ が 半年足 らず後の 1909 （明治 42）年は じめ に な

る と、突然、公布へ の 楽観的 な予測は変化 し、

公 布時期 は 未 定 と の 情 報 に な る （教 育時論 857

　［1909．2．5］38）0

2）初 任 で 14円 と い う豊 橋校 の 給料が低 い 典型

だ っ た とは 必ず しもい えな い 。 私立茨城 盲唖学

校 で は教 員 の 月給 額 は3人 が 17円、1人 が 16円

　だ っ た （財団法人私立茨城盲唖学校 ［1917］23）。
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方針 に 対す る 不満があ っ た と推測 さ れ て い る （愛

知県立豊橋聾学校 匚1978］93，179）。

3 ） 1936年発 行 の 岡 山 県社 会課 に よ る 聾 唖 者 調査

　に よ っ て も、盲唖学 校 に入学 した こ とが あ る 生

徒 の うち退 学者は 13．27％ に な る。ただ し、聴力

損失の 程度に より、退学率に は や や 差がある 。 ま

　た、尋常小学校 ・高等小学校 （丙程度の 女子 は補

習学校）に も通学経験の ある聾唖者が多数お り、

そ の 退学 率 は聴力損 失 の 程 度 に 関わ りな く20％

前後だ っ た （岡山県社会課 ［1931］28−29 ［138］）。

4 ＞日本聾話 学校が 盲 ・聾唖学校令適用校に な っ

　た の は、1931 （昭 和 6）年度か ら 1933 （昭和 8）年

度の 間 だ っ た と 思われる （文部省 ［1930］； ［1931］；
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営方針 の 転換理由は今後究明する 必要が ある 。

5 ）た とえば豊橋校 で は、1918 （大 正 7）年 に発起
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Conception of  Study on  the Imperial Decree on  Schools for the Blind and  Deaf of  1923 and

Its Effects on  the Educational  Improvements  among  the Schools for the Blind and  the  Deaf

Noriko  OKA,  Junji SASAKI  and  Makio NAKAMURA

 The purpose ofthis  paper is to indicate the conception  that the study  on  the Imperial Decree  on  the

School fbr the Blind and  the Deaf of  1923 should  discuss the substantial  effects en  improving the

quality of  education  of  blind and  deaf children,  and  to analyze  such  several  cases.  The forlowing

became  clear  for the moment  as  the direction of  future research.  As the prefectural school  transfer

solved  the lack ofresources  for the time being, the number  ofstudents  including the deaf and  girls had

increased. On the other  hand, as  expense  subsidies  for poor students  were  insuMcjent, they could  not

go  to school  or were  fbrced to dTop out,  In addition, educational  facilities and  equipment  had not

developed enough,  The transferred prefectural management  had weakened  the school  support  bases

established  in the creatien  phase, incorporated these  prefectura1 schools  inte the pre-W.W.  II Japanese

stuffy  education  system,  increased the diMculty ofingenious  rnanagement  such  as practiced in private

school,  and  required  the concept  of  a new  school  management  different from the private school  in the

early  phase,

Key words:  Imperial Decree  on  the School for the Blind  and  the Deaf  of  1923, Prefectural

        Managcment  Transfer, Education  Improvements,  Destitute Blind and  Deag  School

        Management,  Weakened School Support Bases
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